
 
各種手引き・研究成果等はこちら http://www.jwrc-net.or.jp/ 

Ａ 

      

 

水源から蛇口までを水道と呼んでいま

すよね！そこで疑間が生じます。 

なぜ、「給水装置」は、「水道施設」には入ら

ないのでしようか? 

水道法では、水道を供給する側の管理する範囲

と、需要者が管理している範囲を区分しています。 

水道を供給する側の管理する範囲を「水道施設」

といい、貯水、取水、導水、浄水、送水、配水の

各施設があります。 

需要者が管理している範囲を「給水装置」とい

い、配水施設(配水管)から直接分岐して有圧のま

ま蛇口まで給水する設備です。 

したがって、「水道施設」と「給水装置」は、

水道システムとしては、一体となってつながって

いますが、「給水装置」は「水道施設」の範囲に

は入らないのです。 

このことは、図で示すように、水源から蛇日まで

のいわゆる水道システムのうち、水道事業者が管

理している範囲を「水道施設」、需要者が管理し

ている範囲を「給水装置」として区分されていま

す。 

また、管の大さ(口径)で区分されてはいないの

か?との疑問もあるかと思います。 

水道の規模にもよりますが、「水道施設」には、

数千mmの大きな口径から、50mm以下の口径のもの

まで使われています。 

「給水装置」は、一般的には口径50mm以下のも

のが多く使われていますが、使用水量の多い場合

は、それ以上の回径のものも使われています。 

このように、「水道施設」と「給水装置」は、

日径(管の大さ)で区分するのではなく、管理する

範囲で区分されています。 

（出典：水道技術ジャーナル 2008年 10月） 
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Ｑ なぜ、給水装置は水道施設ではないのでしょうか？ 

 


